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1,「同⼀労働同⼀賃⾦」に関する法改正の概要
２０２０年４月１日より、「パートタイム・有期雇用労働法」の改正が
施行されており、既に大企業では、対応されているかと思いますが、中
小企業では、２０２１年４月１日から、この法改正に対応しておく必要
があります。今回の改正内容に関して、ガイドラインが出ておりますの
で、まず、これを確認しておくことにします。

ポイントは、「正社員と非正規雇用労働者との間で、不合理な待遇差が
禁止されている」ことです。非正規社員より、待遇差に関して説明を求
められた場合には、説明責任を果たさなければなりません。（義務規定
で罰則はありませんが）



２,同⼀労働同⼀賃⾦に関するガイドラインで⽰されていること（厚⽣労働省）
ガイドラインでは、「不合理な待遇差」を改善しなさい。
待遇差が合理的であれば問題ないが、不合理と判断される場合は、その待遇差を改善しなさい。

（正規と非正規間を対象）

●その判断基準としては、「均衡待遇」「均等待遇」という概念が使用されています。

単に「パートだから」「将来の役割期待が異なるため」という主観的、抽象的な理由では、

待遇の差の説明にはなりません。

業務の内容、責任の程度の範囲、配置の変更の範囲に相違がない場合、全ての待遇（基本給、

昇給、手当、賞与、退職金、教育訓練、福利厚生等）で不合理な待遇差の解消を求められている。

★均衡待遇とは、「①職務内容（責任の程度）、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の

事情の違いに応じた範囲内で処遇を決定すること」（決定のルール、根拠の明確化を要求）

★均等待遇とは、「上記範囲内が同じであれば、同じ処遇をしなければならない」

罰則規定ではないが、最終的に司法の判断となるので、改善努力をしなさい。



３,雇⽤形態ごとの処遇内容の整理をする
厚生労働省から、「パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取り組み手順書」にて分か
りやすい資料がＨＰに掲載されていますので、必ずダウンロードして参照してください。

その内容を、簡単にご説明します。

①法人として、正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（短時間労働者、有
期雇用労働者、派遣労働者）の雇用形態を一覧表にして、各々どのような処遇になっているか
を整理してください。

具体的な処遇条件の実施状況

雇用形態（名称） 基本給 役職手当 通勤手当 家族手当 住宅手当 危険手当 夜勤手当 賞与 退職金 福利厚生 教育研修

正社員 月給 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

無期契約社員 時間給 なし あり あり あり あり あり あり なし あり なし

嘱託社員 時間給 なし あり なし なし なし なし なし なし あり なし

短時間パート 時間給 なし あり なし なし なし なし なし なし なし なし

アルバイト 時間給 なし あり なし なし なし なし なし なし なし なし

派遣社員 時間給 なし あり なし なし なし なし なし なし なし なし



４,待遇の状況を個別に確認して、その際に関する根拠（ルール）の確認









参考 ガイドラインで⽰されている処遇条件に関する指針



参考 ガイドラインで⽰されている処遇条件に関する指針



５,相違のある待遇内容に関して不合理ではない説明ができるか検討



６,判例結果も視野に⼊れて検討
� ハマキョウレックス事件（最二小判平30.6．1）





参考 最近の最⾼裁判例 ⼤阪医科薬科⼤学事件とメトロコマース事件
１、大阪医科薬科大学事件（令和２年１０月１３日）

「非正規従業員（アルバイト大学教室事務職員）に賞与を支給しないことは不合理で

ない」判決。

待遇の差に関して、４つの基準で判断されたケース（個別事情判断による判例？）

①職務の内容・・・・正社員は、英文学術誌の編集や病理解剖遺族対応、劇物管理な

どの独自業務に対して、アルバイトの業務の内容は業務命令による相当軽易なもの

と判断。

②職務の責任の範囲・職務の責任の範囲も・・上記に職務の違いによる責任の範囲も

異なると判断。

③配置変更の範囲・・・正社員は人事異動で教室事務から病院業務担当になることも

あり得るが、アルバイトは原則として業務命令による配置転換されることはない。

④その他の事情・・・これまで教室業務については、正社員からアルバイトに置き換

えてきた経緯があること。



２、メトロコマース事件（令和２年１０月１３日）

契約社員で１０年前後働いた点を考慮しても、退職金を支給しないことに関して、不合理

とは言えない。

①職務内容・・・売店の販売業務という点では同じであるが、休暇や欠勤で不在分の補充

という代務業務であり、エリアマネージャー業務は正社員のみであるので、内容と責任

範囲に相違がある。

②責任の範囲・・・上記理由で責任範囲に相違があり、妥当と判断。

③配置転換の範囲・・・正社員は配置転換があるが、契約社員には勤務場所（売店）の変

更はあっても業務内容が変わることはない。

④その他の事情・・・契約社員から正社員への登用制度もあり実績もある。

このケースも４つの基準で個別判断されている。



７,今後の対応に関する総括
①雇用形態ごとの処遇内容の比較一覧表を作成して、待遇差がある場合、その設定根拠（ル

ール）を明確にすること。

②待遇差の根拠が不鮮明、不合理であるならば、改善検討を実施すること。

③説明を求められたときに、文書（書面）にて、その根拠を合理的に説明できる準備をして

おくこと。

④もし、訴訟になりそうなときは、裁判外紛争解決手段（行政ＡＤＲ）都道府県労働局におい
て実施されますので、（調停の申し入れができます）何かあれば相談するようにしてください。


